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平成 28 年度は皆様のやさしさが 

 円 集まりました。 

これらは兵庫県共同募金委員会を通じて平成 29 年度も地域での福祉活動、

民間福祉団体、施設等へ配分され、各地区の福祉事業に役立てられます。 

         ご協力ありがとうございました💛 
 

 

高齢者の方

障がいのある方 昨年の配分では、平成 27年度募金実績に基づき、 

尼崎市共同募金の配分金 17,989,000 円が市内の

様々な福祉活動に役立てられました。 

今年の目標額は 円です。 

皆さまのあたたかいご協力をお願いいたします。 

            

            

 

兵庫県共同募金会マスコット 

あかはねちゃん 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

★熊本地震 

団体 

・ボランティアグループ「まどか」 

★平成 29年 7月 5日からの大雨災害義援金 

団体 

・三興湯 

・時友シキンデン福祉協会 

・東難波連協 梅の里老人給食グループ 

赤い羽根でお馴染みの共同募金は 

今年で 70周年を迎えました 

この度の震災または豪雨により、被害を受けられた皆様に心

よりお見舞い申し上げます。義援金は中央共同募金委員会を通

じて送金させていただきます。 (平成 28年熊本地震・平成 28

年 4 月地震大分県被災者義援金、平成 29 年７月５日からの大

雨災害義援金) 

 熊本地震の義援金については受付期間である平成 30 年 3 月

31 日まで、平成 29年 7 月 5 日からの大雨災害義援金について

は平成 29 年 12月 28日まで、受付窓口として尼崎市社会福祉

協議会本部及び 6支部、5老人福祉センターで義援金の受付と

募金箱の設置を行うほか、市役所 1 階にも募金箱を設置してお

ります。被災地の復旧、復興にはまだまだ時間がかかります。

引き続き皆様のご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

赤い羽根共同募金は 1947 年第 2 次世界大戦が終わって間もないころから始まりました。始まった当時

は戦争で家が焼けたり、親を亡くしてしまった子ども達がたくさんいました。そのような困った状況の

中で助け合う手段の一つとして赤い羽根共同募金が始まったといわれています。 

現在では、お年寄りやこども、障がいのある方など様々な人たちのために役立てられるようにと募金活

動は続いています。もちろん、わたしたちの住む地域の活動にも赤い羽根共同募金が使われています。 

赤い羽根共同募金のはじまり 

社会福祉施設や広域的な課題を解決するために取り

組む福祉団体やボランティア団体、NPO の活動などに

役立たれています。また、災害支援にも共同募金は使

われます。熊本地震による災害ボランティアセンター

運営費用にも共同募金が活用されています。 

 

今年度、市内にある 

社会福祉法人福成会が運営する 

障害福祉サービス事業所 「清流園」さんが 

共同募金配分金で厨房機器の買い替えをされました 

 
★詳しくは「兵庫県共同募金会 70周年記念 

Webマガジン《赤い羽根ひょうご plus》」をチェック！ 

http://www.akaihane-hyogo.or.jp/publics/index/131/ 

平成 29 年 7 月末までに社協本部・支部で受付させていただ

きました皆様です。なお氏名記載についての同意の確認が取れ

ていない方につきましては、掲載を差しひかえさせていただい

ております。(順不同、敬称略、既掲載者を除きます。) 

さまざまな募金方法 

◆戸別募金 

 各戸訪問、または福祉協会等を通じて募金をお願

いしています。 

 

◇学校募金 

 各学校を通じて、小学校・中学校・高等学校の児

童、生徒のみなさんへ募金をお願いしています。 

 

◆街頭募金 

 市内の様々な団体の方にご協力いただき、駅前や

街中で募金のお願いをしております。 

 

◇バッジ、グッズ募金 

 記念バッジや図書カード、文房具などを活用した

募金です。(購入額の一部を募金に充てています。) 

 

※共同募金の寄付には、税制上の優遇措置があります。 

 


